
2.実施日

(留意事項)

・申請による審査は、申込み順に行います。

・予算額の残額が2割程度に達した場合には、当該日付以降は申し込み順による審査を行

うことはせず、当該日付から2023年(令和5年)1月31日(火)までに申し込み

のあったすべての交付申請を対象に審査を行います。また、予算残額を超える申請があ

った場合には、初めて申請を行う事業者、交付台数の少ない事業者を優先して抽選する

など配慮したうえ補助事業者を決定することとします。

3.問合せ先

一般財団法人環境優良車普及機構

補助事業執行部低炭素型ディーゼル車普及事業岩暗、神保

電話03-5341-4577


